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例言

１．本書は文化財建造物保存活用計画の基本型フォーマットです。
２．章立ては「重要文化財（建造物）保存活用計画策定指針」（文化庁、平成11年）の「付２　重要文化財（建造物）保存活用計画の標準構成」を踏襲していますが、現在の視点も加味しつつ、その項目や内容を一部変更しています。
３．赤文字は「記載内容の説明」、緑文字は「記載例」です。
４．例言の記載例は次の通りです。
記載例：
１．本書は国宝・重要文化財（建造物）○○保存活用計画書である。
２．現地調査及び計画書の執筆・編集補助業務は、○○に委託した。
３．本書は保存活用計画書に参考資料として○○を掲載した。
４．調査及び計画書の作成に以下の諸機関、各氏からのご協力、ご指導をいただいた（敬称略、順不同）。
		指導・助言	○○大学　教授　○○○○
				文化庁　文化資源活用課　整備活用部門
				○○県教育委員会文化財課
				○○市教育委員会社会教育課
		参考資料提供	○○○○
				○○○○
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第１章　計画と文化財の概要
１－１　計画の作成
（１）作成年月日
〈計画が完成したとみなす日を記載します。「認定計画」の場合は「認定日」と記載し、認定日決定後に記載しても構いません。〉
記載例：
　　令和８年３月３１日

（２）作成者
〈計画の作成者を記載します。（国庫補助事業で作成した場合は補助事業者、「認定計画」の場合は、国庫補助事業を利用した場合も含め、所有者もしくは管理団体となります。〉
記載例：
　　建築　太郎、○○市教育委員会

（３）計画期間
〈「認定計画」の場合に記載します。修理やその他事業の実施想定、社会情勢の変化等を考慮し、文化庁とも協議の上、実効性のある期間（5、10年間）を設定します。〉
記載例：
　　○年○月○日から○年○月○日まで

１－２　文化財の名称等
（１）名称、指定等年月日、所在地及び所有者等
〈計画対象の文化財建造物の名称、指定等年月日、指定書等の番号、所在地、所有者の氏名又は名称及び住所を記載します。管理団体が指定されている場合は、その名称及び事務所の所在地並びに指定年月日を記載し、管理責任者が選任されている場合は、その氏名又は名称及び住所並びに選任年月日を記載します。国宝・重要文化財（建造物）及び登録有形文化財（建造物）の場合は、官報で告示された内容を記載します。〉
記載例：
	名称
	〈本計画対象の文化財建造物の件名を記載ください。〉

	指定年月日
（指定書の番号）
	〈本計画対象の文化財建造物の指定年月日、指定書の番号等を記載ください。〉○年○月○日（建第○○○○号）

	所在地
	○○県○○市○○　□-□-□

	所有者氏名又は名称
	○○○○

	所有者住所
	○○県○○市○○　□-□-□

	管理団体名称
	○○○○　（※指定されている場合のみ記載ください）

	管理団体住所
	○○県○○市○○　□-□-□　（※指定されている場合のみ記載ください）

	管理団体指定年月日
	○年○月○日　（※指定されている場合のみ記載ください）

	管理責任者氏名又は名称
	○○○○　（※指定されている場合のみ記載ください）

	管理責任者住所
	○○県○○市○○　□-□-□　（※指定されている場合のみ記載ください）

	管理責任者選任年月日
	○年○月○日　（※選任されている場合のみ記載ください）



（２）建造物の建築年代、構造及び形式、員数等
〈文化財建造物の情報を、国指定文化財等データベース、官報告示等を参照して記載します。国宝・重要文化財（建造物）の場合、いわゆる附指定の建造物や、建造物と一体で指定されている土地、その土地の指定に書き上げられている建造物ももれなく記載します。〉
記載例：
	名称
	構造形式
	員数
	建築年

	主屋
	桁行○○ｍ、梁間○○ｍ、
○○造、○○葺
	１棟
	嘉永○年
（18○○）

	○○
	桁行○○ｍ、梁間○○ｍ、
○○造、○○葺
	１棟
	○○○年
（18○○）

	附　○○
	桁行○○ｍ、梁間○○ｍ、
○階建、○○造、○○葺
	１棟
	

	宅地
	○○㎡、
石垣、池
	
	



１－３　計画の対象区域
〈文化財建造物の敷地配置図に、計画の対象区域を「計画区域」として図示します。〉
記載例：
　敷地全体を計画区域とする。図○参照。

１－４　計画の概要
（１）計画の目的・基本方針
〈計画を作成する目的及び方針を簡潔に記載します。〉
記載例：
　○○○家住宅は周囲の環境が著しく変化する中で、現在まで残された往時の屋敷構えと景観は貴重なものである。今後、重要文化財に指定された建造物と共に、歴史的景観や自然景観も含めて現状を維持し、後世に伝えていくことを目的とする。
　所有者の生活を重視した上で保存を図る。また、地域社会への積極的な文化的貢献を図るため、○○○家の屋敷構えや資料を公開し、歴史やその地域の風土を紹介するとともに、同時に資料保存のための環境を整える。


（２）保存・活用のために行う措置の概要
〈計画の概要として現状及び課題を述べ、保存・活用のために行う措置を総括的に記載します。〉
記載例：
　ア　保護の現状と課題
　　・保存の現状と課題
　　　　　指定建物は軸部の歪みも比較的小さく耐震補強も実施済み。茅葺屋根や壁の足元の補修を定期的に行っていく必要がある。敷地は樹木が生い茂っており定期的に選定が必要。消火設備の老朽化が進んでいる。

　　・活用の現状と課題
　　　　　公開の回数が少なく、○○家住宅の文化財としての価値や魅力を伝えきれていない。公開回数を増やすと管理運営に係る人員を増やす必要があるが、人員・運営費の目途は立っていない。

　イ　計画の構成
　　　　現状と課題に基づき、下記の構成で整理した。

　・対象建造物の文化財としての取り扱い、管理計画、修理計画　→　第２章　保存管理計画
　・計画区域内の敷地の管理計画				　　→　第３章　環境保全計画
　・防火対策、耐震対策、その他の災害対策　　　　　　　　　　→　第４章　防災計画
　・活用の基本計画、整備計画、運営計画　　　　　　　　　　　→　第５章　活用計画
　・文化財の取り扱いに係る諸手続き　　　　　　　　　　　　　→　第６章　保護に係る諸手続

１－５　文化財の概要
（１）計画対象の文化財建造物以外の文化財の構成
〈計画区域内における、国及び地方公共団体により指定・登録等されている文化財建造物及び史跡・名勝等があれば、それら文化財の名称、概要を記載します。〉
記載例：
	名　称
	概　要
	備考

	県指定文化財○○社本殿
	○○○○
	

	名勝○○庭園
	○○○○
	

	重要文化財○○像
	○○○○
	



（２）文化財の概要
〈計画対象の文化財建造物について、立地環境・創立沿革・施設の性格（歴史的な機能又は用途とその変遷）・主な改造時期とその内容等を記載します。
　国宝・重要文化財（建造物）の場合は、月刊文化財等に掲載されている指定時の説明文や、これまでの現状変更時の説明文を転載しても構いません。
　登録有形文化財（建造物）の場合は、登録にあたって作成した専門家による所見等も参考となります。
　指定・登録時の調査等で漏れていた当該文化財建造物の修理履歴等に関わる資料が発見された場合は、上記説明文や所見等と合わせて情報を整理します。〉
　ア　立地・環境
　記載例：
　　旧○○庁舎は、○○中心市街の東西に延びる○○の西に位置する。○○通に面して敷地東辺の南北二か所に門を開き、前庭に半円弧の導入路を設ける。（指定時の月刊文化財の説明文より）

　イ　創立沿革
　記載例：
　　○○を所管する○○は○○に置かれていたが、○○年に○○へ移転した。旧○○庁舎は○○の設計で、○○年○○月○○日に着工、○○年○○月○○日に上棟し、○○年○○月○○日に竣工した。○○年○○月○○日に○○に改組され、○○年○○月○○日の○○移転に伴い旧庁舎は○○市に移管され、○○年○○月○○日から○○市資料館として公開、活用されている。（指定時の月刊文化財の説明文より）
　　　
　ウ　施設の性格等
　記載例：
　　建物は石造、煉瓦造及び鉄筋コンクリート造の○階建で、寄棟造の鉄板葺とする。建築面積は○○平方メートルである。東正面は左右対称で、中央部の壁面をわずかに張り出して宝形屋根の塔屋とし、車寄をつける。南北両端で西へ折れ曲がるコ字形の平面で、玄関背面に半円形の階段室を突出する。
　　外壁は外面が○○石、内面が煉瓦の組積造である。○○石は明治時代から昭和時代前期まで当地の主要な建築資材であった。○○石一段の高さを煉瓦五段と定め、厚みの異なる二種の○○石を交互に積んで内側の煉瓦と一体の壁体としており、素材を複合した組積造といえる。表面仕上げにはビシャン、瘤出し、鶴目、磨きなど、○○石を扱ううちに培われた多様な加工をみることができる。
　内部の間仕切壁は煉瓦積で、二階床と階段のスラブ及び独立柱を鉄筋コンクリート造とする。小屋組は木造のクインポスト・トラスで、階段室上部と三階はキングポスト・トラスである。一階窓にはキーストーンを強調した欠円アーチ、二階窓には下角を切り上げた楣石を掲げる。寒冷地建築として建具は外側に両開き、内側に上げ下げのガラス入り二重窓とし、上部に欄間を設ける。
　　屋根上にはドーマー窓を並べ、中央と両端に設けたペディメントがアクセントとなる。車寄の正面アーチ上には五連の円内に「○○」の各文字を陽刻する。その上には目隠しの女神像、両脇に天秤と剣など、公正な裁判を象徴する意匠を○○石に彫刻する。中央張出し部の両脇に配したブラインド・アーチには八咫鏡の日本的な意匠も加える。全体としてルネサンス様式を基調とする構成であるが、タイポグラフィやペディメント等の形態には近代芸術運動の影響がみて取れ、かつ、装飾要素よりも○○石の平滑な壁面が勝り、平明な印象の外観である。
　　「車寄」からアーチ欄間付の両開き扉を入ると「玄關」で、三連アーチに扇形欄間の戸口が中央の「廣間」に通じる。ドリス式円柱二本の奥に中央の廻り階段が二階へ通じ、階段の南北に便所がある。廣間から南北に廊下が延び、玄關の南は「○○課」と「○○部」、廊下突き当たりの南階段下に出入口があり、南翼に「下足場」と「○○室」が並び、西端が「○○○○」であった。玄關北は「○○室」、「○○室」、「○○室」で、北階段下に出入口、北翼は「○○室」と「○○○○」で、○○○○の北面に「○○入口」が突出する。○○席は床を約○○センチメートル高め、背面のアーチの中央に青銅製の鏡を掲げる。室内意匠は直線と円弧を基調としたセセッションなどの近代芸術運動の影響が認められる。
　　中央階段は中間に踊り場を設け、四面のステンドグラスは鉛直と水平による幾何学意匠とする。天井は円周状に組んだ格間を蛇腹で飾り、中心飾りを据える。
　　二階は、階段上に「○○」を設け、南北に廊下が延びる。東の正面中央が「○○室」で、南へ「○○室」、「中央部」、「○○室」、「○○室」が並び、南階段の西は「○○室」と「○○」であった。○○室の北には、「○○長室」、「○○室」、「○○課」が並ぶ。北翼西端は「○○室」で手前に「○○室」を設ける。二階の應接室の内装が最も質が高く、壁面は約○○○○メートルの高さまで木製パネル張り、上部を漆喰塗とし、上下二段の蛇腹を廻らす。天井は漆喰塗で井桁に組んだ梁を見せて幾何学意匠の天井中心飾りを塗出す。
　　門は石造角形門柱を二本立て、門柱間は○○メートルとする。門柱は○○センチメートル角で、高さ○○メートルである。基壇石上に○○石を六段積み、笠石は各面中央に角型凸と兜巾形を造り出して装飾とする。頂部にはそれぞれ球形の照明器具を載せる。門柱の対向面の腰高に円形の青銅金具が残り、もとは鎖を掛けて締まりとしていた。（指定時の月刊文化財の説明文より）
　　　
　エ　主な改造時期とその内容
〈月刊文化財等に掲載されている指定時の説明文やこれまでの現状変更時の説明文等で、指定前までの改造履歴の記載があれば記載します。〉
　記載例：
　　・主屋　　創建後、○○頃に○○に間仕切りを設置。○○年に屋根を茅葺から桟瓦葺に改造。
　　・○○　　創建の後、○○年に屋根を茅葺から桟瓦葺に改造。
　　・○○　　創建の後、大きな改造は無し。

（３）文化財の価値
〈月刊文化財等に掲載されている指定時の説明文の最後の段落を記載します。復原の現状変更をしている場合は現状変更時の説明文の最後の段落を記載します。〉
　旧○○庁舎は○○の盛期の設計であり、○○の西にあって○○年の建設以来、市街地景観の重要要素でもある。また、○○の近代を代表する建築材料である○○石の建築として現存最大級である。様式建築としては抑制の利いた外観で、内外の細部意匠には近代芸術運動の影響が認められる。構造は石造に煉瓦造を組み合わせた組積造に鉄筋コンクリート造を用いた混構造として、建築構造の近代化を具体に示す。意匠と構造の両面で建築が変化しようとした時代を体現する建築として歴史的に価値が高い。（指定時の月刊文化財の説明文より）


１－５　文化財保護の経緯
（１）保存修理事業の履歴
〈保存修理事業の履歴を記載します。履歴が不明の場合、その旨を記載します。〉
　記載例：
　　主屋　　令和○～○年　屋根葺替・部分修理・耐震補強（国庫補助事業）
　　○○　　令和○～○年　全解体修理・耐震補強（国庫補助事業）

（２）防災及び環境保全等に係る事業の履歴
〈防災施設整備事業等の履歴を記載します。履歴が不明の場合、その旨を記載します。〉
　記載例：
　　昭和○～○年　自動火災報知設備・消火設備・避雷設備　新設（防災施設整備事業）
　　平成○～○年　防犯設備　新設（自費）
　　令和○～○年　自動火災報知設備　更新（指定文化財管理費補助事業）

（３）活用の履歴
〈活用の履歴を記載します。履歴が不明の場合、その旨を記載します。〉
　記載例：
　　主に個人住宅として活用している。
　　平成○○年より、年○回程度、主屋の内部を公開している（居住部分を除く）。



第２章　保存管理計画
２－１　保存の方針
（１）基本方針
〈前章の文化財の価値に基づき、どの時代までが文化財としての価値を担っているのかを簡潔に記載します。〉
記載例：
例１（指定直後） ：近年の改変部分を除き、維持の対象とする。
例２（大規模修理前）：昭和20年以前を基準とするが、昭和21年以降の改変も維持の対象とする。ただし、予定されている保存修理時の調査等により、復原年代・保存する年代を今後精査する。
例３（大規模修理後）：現状変更の方針とした○○年以前を基準とし、維持の対象とする。
例４（活用の整備前）：昭和20年以前を基準として維持の対象とするが、活用に係る整備計画を踏まえ、○○室等は改修を許容する範囲とする。
例１～４のあとに記載：
　以下に示す方法により部分及び部位を設定して保存の方針を定める。附指定及び指定された土地に含むものとして明示された建造物についても、これに準拠した方法により保存の方針を定める。

２－２　部分及び部位の設定
〈「２－１保存の基本方針」で示した全体の保存の方針に基づき、部分及び部位を設定します。〉
（１）部分の設定
〈部分設定の概要を記載します。〉
記載例：
　各箇所の調査を踏まえ、屋根、壁面外観（各面ごと）、各部屋等を単位として部分を設定して保存の方針を定める。
	
	方　　針
	該当する部分

	保存部分
	文化財としての価値を守るために厳密に保存する部分

	○表3-3の基準１・基準２に該当する部位を中心に構成される（撤去・改変に現状変更等の許可が必要な部位が多い）部分
※厳密な保存の対象はあくまで建造物本体で、その影響が軽微となるよう注意することで、照明・電気・空調設備等を設置できます。

	保全部分
	維持及び保全をした上で、ある程度の改変を許容する部分

	○表3-3の基準３・基準４に該当する部位を中心に構成される（撤去・改変に現状変更等の許可が必要な部位が少ない）部分
※表5-2の基準１～３に該当する部位を多く含むが、管理・活用及び補強等による改変が必要な場合は、文化財としての価値を損なわない工夫により、ある程度の改変が可能です。

	その他部分
	自由裁量の部分

	○表3-3の基準４・基準５に該当する部位を中心に構成される（現状変更等の許可不要で撤去・改変できる部位が過半を占める）部分
※構造に関わる部位を改変する場合は、構造上問題のないようにする必要があります。
※意匠的に「文化財としての価値を特に担う部位」がある場合は、その価値を守る工夫をする必要があります。



ア　主屋：原則として建物全体を保存部分とするが、台所、洗面所、浴室及びトイレは近年改造されているため、保全部分とする。
イ　○○：建物全体を保存部分とする。
ウ　○○：建物全体を保存部分とする。

※別途、設定した部分の図を掲載

（２）部位の設定
〈部位設定の概要を記載します。〉
記載例：
　前項で設定した各部分について、各箇所の調査を踏まえ、一連の部材等（柱、壁・天井面、建具等）や、建造物に取り付いている設備等を単位として、部位を設定し保存の方針を定める。
	基準
	方　　針
	該当する部位
	例

	基準１
	材料自体の保存を行う部位

	○材料そのものが文化財としての価値を特に有する（古材が残る）部位
○主要な構造を構成する部位
	柱、梁、板壁、当初の床板

	基準２
	材料の形状・材質・仕上げ・色彩の保存を行う部位
	○文化財としての価値を特に有するが、定期的に材料の取り替えを伴う修理が必要である部位
○建築当初等の仕様を踏襲するが、大規模修理によってすべての材料がすでに取り替えられている部位
	屋根葺材、土壁、畳、近年すべて張り替えた床板

	基準３
	主たる形状及び色彩を保存する部位



	○近年の改修により仕様が変更されているが、指定等の範囲として構成される部位
○文化財としての価値をある程度有している部位
	障子紙、比較的近年にモルタル仕上げに変更された壁

	基準４
	所有者等の自由裁量だが、意匠上の配慮を必要とする部位
（現状変更等の許可不要で撤去・改変できる部位）
	○防災や活用等のため、文化財建造物の意匠に影響する箇所に付加された部位
○ごく近年の改修で付加された部位
	耐震補強の鉄骨柱、自動火災報知設備、ごく近年に付加された間仕切壁・設備、

	基準５
	所有者等の自由裁量の部位
（現状変更等の許可不要で撤去・改変できる部位）
	○活用等のため、意匠よりも機能を優先する部位
	活用のための厨房設備・トイレの便器



ア　主屋
　　　・柱、梁等の主要軸組は基準１とする。
　　　・床板は近年すべて張り替えたので、基準２とする。
　　　・畳は基準２とする。
　　　・土間の三和土、土壁は基準２とする。
　　　・建具は基準１とする。ただし、障子戸の障子紙は基準３とする。
　　　・屋根葺材の茅は基準２とする。
　　　・照明等の電気設備は、近年に付加された設備であるが、意匠上配慮する必要があるので、基準４とする。
　イ　○○
　　　・原則として建物全体を保存部分とする。
　　　・柱、梁等の構成部材は基準１とする。
　ウ　○○
　　　・原則として建物全体を保存部分とする。
　　　・柱、梁等の構成部材は基準１とする。

※別途、設定した部位の図表等を掲載

２－３　保存管理の現状　
（１）管理状況
〈現状の管理体制及び管理の方法について記載します。〉
記載例：
　日常的な管理は所有者及び、見学案内の従業員が行っている。

（２）保存状況
〈現状の保存状況について記載します。〉
記載例：
　ア　主屋
　建築以来、軸組に至る改造や解体の根本修理は行われていない。
　文化財指定以後は、国庫補助事業及び自費修理により定期的な屋根葺替・差茅・部分修理が行われてきた。
　イ　○○
　建築以来、軸組に至る改造や解体の根本修理は行われていない。
　ウ　○○
　令和○年より解体修理中。

２－４　管理計画
〈「２―３保存管理の現状」の「（１）管理状況」を踏まえた今後の管理計画を記載します。〉

（１）管理体制
〈管理組織、業務分担、連絡体制等、今後の管理方針について記載します。管理を委託する場合は、委託先、委託内容、所有者等との役割分担等について記載します。〉
記載例：
　・管理主体： 所有者である○○を中心とし、日常的な管理を行う。
　・支援機関： ○○県教育委員会、○○市教育委員会が専門的見地から指導・助言を行う。
　・協力団体： ○○等の市民団体が、清掃やイベント開催などの管理運営に協力する。
　・専門家連携： 建造物の状態に応じて、建築史、保存科学、構造等の専門家の助言を得る。
【書き方】
　・誰が、どのように管理していくのか、具体的な体制を記載ください。
　・所有者、行政、専門家、地域住民・ボランティアなどの役割分担を明確にします。

（２）管理方法
〈建造物の保存環境を良好に維持するために必要な事項について、管理の方法を記載します。〉
記載例：
ア　保存環境の管理
　・清掃・整頓： 定期的に建物内外の清掃を行い、常に清潔な状態を維持する。
　・日照・通風： 定期的に窓や戸を開放し、通風を図り、湿気やカビの発生を防ぐ。
　・蟻害・虫害・腐朽防止： 年1回程度、専門家による調査を実施し、必要に応じて対策を講じる。
　・風水雪害防止： 台風シーズン前に屋根や外壁を点検し、建物に影響を及ぼす恐れのある樹木は剪定する。
イ　建造物の維持管理
　・日常点検： 管理者は日常的に建物の状態を巡回し、異常の早期発見に努める。
　・定期点検： 年1回、専門家を交えて詳細な点検を実施し、記録を作成する。
　・小規模な修繕： 瓦のずれ、壁の軽微なひび割れ、建具の不具合など、日常管理で発見された小規模な破損は、専門家の指導のもと速やかに補修する。
【書き方】
　・良好な保存環境を維持するための具体的な管理方法を、「清掃」「日照・通風」「蟻害・虫害・腐朽防止」「風水雪害」などの項目に分けて記述します。
　・日常的な小規模修繕について、部位ごとに管理方法を記述します。その程度の補修なら「日常的な小規模修繕」にあたるかは、「４修理計画」で明記します。

２－５　修理計画
〈「２－３保存管理の現状」の「（２）保存状況」を踏まえた今後の修理計画を記載します。〉
[bookmark: _Hlk220519022]（１）各修理等の分類
〈修理は、百数十年に１回程度発生する大規模修理である「根本修理」（構造に関わる部位まで解体する修理、数十年に１回程度発生する「維持修理」（屋根葺き替え等）、10年に１回程度発生する「小修理」に分類できます。さらに、数年に１回発生する「日常維持管理の行為」にあたる「小規模な修繕」もあります。現状の破損状況やこれまでの保存修理から、起こっている・起こりうる破損と、それを直す行為は根本修理・維持修理・小修理・小規模な修繕のいずれなのか、仕分けます。
　国宝・重要文化財（建造物）における小修理は、認定を受けることで修理届の手続きを弾力化できます。その場合、対象とする内容・範囲も記載します。〉
記載例：
[bookmark: _Hlk214275978]　破損状況に対応する修理を、百数十年に１回程度発生する「根本修理」、数十年に１回程度発生する「維持修理」、10年に１回程度発生する「小修理」、および、数年に１回程度発生する「日常維持管理の行為」にあたる「小規模な修繕」に分類する。また、小修理については、事前の修理届の提出が必要なものと不要なものに分類する。
	部位
	破損
	小規模な修繕
（修理届出不要）
	小修理
（事前修理届出不要）
	小修理
（事前修理届出必要）

	漆喰壁
	足元の剥離
	3㎡未満の漆喰塗り直し
	3㎡以上10㎡未満の漆喰塗り直し
	10㎡以上の漆喰塗り直し
中塗り・荒壁・下地の補修

	木部
	部分的な腐朽
	1部材につき0.01㎡未満の矧木・埋木
	1部材につき0.01㎡以上0.1㎡未満の矧木・埋木
	1部材につき0.1㎡以上の矧木・埋木
継木・取替

	屋根
	茅の劣化
	5㎡未満の差茅
	5㎡以上、100㎡未満までの差茅
	100㎡以上の差茅
葺き替え

	
	
	
	
	


○上記に加え、維持修理で実施するもの
　・茅葺屋根の葺き替え
　・土壁の下地補修
○上記に加え、根本修理で実施するもの
　・柱・梁などの軸組の歪み直し

[bookmark: _Hlk220519030]（２）根本修理及び維持修理の周期
〈根本修理及び維持修理は、今後の維持管理の参考になるよう、可能であれば修理周期を明示します。〉
記載例：
根本修理と維持修理について、想定される修理周期を記載する。環境・災害・維持管理の状況によって前後するので注意する。

（■：根本修理、●維持修理（屋根葺替等））
	棟名
	2025年
	2040年
	2055年
	2070年
	2085年
	2100年

	主屋
	■
	●（差茅）
	●（葺替）
	●（差茅）
	●（葺替）
	●（差茅）

	○○
	■
	
	●（瓦の一部差替）
	
	●（葺替）
	

	
	
	
	
	
	
	







第３章　環境保全計画
３－１　環境保全の基本方針
〈計画区域内の景観や環境を、計画対象の文化財建造物と一体的に、どのように管理・活用していくかの方針を簡潔に記載します。。〉
記載例：
　建造物のみならず、庭園、樹木等の環境全体を保全し、その歴史的・文化的な価値を後世に継承することを基本方針とする。

３－２　環境保全の現状と課題
〈計画区域内の景観や環境、敷地使用に関する現状と、計画対象の文化財建造物と一体的に管理・活用していくための課題を記載します。〉
記載例：
　主屋北面の斜面から雨水が流れてくるため、主屋北面は降雨後、湿潤となる。また、屋敷地には落葉樹が多く生育し、落葉したものが屋根に飛来し、屋根の劣化が進行しやすい環境にある。
　
３―３　区域の設定
〈計画区域全体を区分し、管理の方針を示します。計画対象の文化財建造物の敷地配置図に、設定した区域を図示します。〉
記載例：
　○○○家の敷地について、以下のように区域設定し範囲を示す。
	
	方　　針
	該当する区域

	保存区域
	歴史的な景観や環境を維持する区域
	○本計画対象の文化財建造物を含む区域
〇原則として新たに建造物等を設けず、土地の形質の変更は防災上必要な場合に限る区域

	保全区域
	歴史的な景観や環境をある程度維持する区域
	〇建造物等の新築・増改築及び土地の形質の変更は、原則として当該文化財建造物の管理もしくは防災上必要な場合に限る区域

	整備区域
	自由裁量の区域
	〇保存区域及び保全区域を除いた区域
〇文化財建造物の活用上必要な施設の整備を行う区域



ア　保存区域：主屋・○○・○○の雨落より内側を主たる範囲とする、
イ　保全区域：○○○○を主たる範囲とする。
ウ　整備区域：保存区域と保全区域を除く範囲とする。

※別途、設定した区域の図を掲載

３－４　建造物の区分の設定
〈計画対象の文化財建造物以外の、計画区域に建つ建造物の区分を設定し、管理の方針を記載します。記載を省略することも可能です。〉
記載例：
　計画区域内に所在する本計画対象文化財建造物以外の、計画区域に建つ建造物を次の通り区分し、管理の方針を示す。
	
	方　　針
	該当する建造物

	保存建造物
	文化財として保存する建造物
	〇文化財として指定・登録されているもの
　（記念物の構成要素である建造物も含む）
〇史跡指定された敷地で復元したもの
〇その他、保存区域に所在する建造物で、本計画対象の文化財建造物に準じて保存を図るもの

	保全建造物
	歴史的景観や環境を構成する要素として外観を保存する建造物
	〇未指定・未登録の文化財建造物のうち、外観を中心に保存を図るもの
〇歴史的景観の要素として外観を復元・修景したもの

	その他建造物
	自由裁量の建造物
	〇保存建造物・保全建造物以外のもの
※将来的な存置・撤去の方針や、存置する建造物と保存・活用上将来新築を予定する建造物について、歴史的景観や環境を損なわない修景の方針を記載することもできます。



※別途、区分を設定した建造物の位置図と一覧表を掲載

３－５　樹木等の管理計画
〈計画区域に立つ樹木等の管理計画について記載します。特に計画対象の文化財建造物に隣接する樹木の管理は重要であるため、現状・課題・対策について記載します。〉
記載例：
１）文化財に隣接する樹木は、倒木等により建造物に被害を及ぼすことのないように管理に努める。
２）必要に応じて樹木医等の専門家に依頼して診断を行い、樹勢回復、支持材設置、枝払い、伐採等の対策を施す。




第４章　防災計画
〈計画対象の文化財建造物や計画区域内における、防災対策について記載します。防火対策については、所轄消防にも相談の上、記載することを推奨します。所有者・管理者として把握すべきことを整理し、専門的な内容は必要に応じて所轄消防以外の専門家の意見も含めた上で記載します。〉
４－１　防火・防犯対策
〈国宝・重要文化財（建造物）の場合は、事前に「国宝・重要文化財（建造物）の防火対策ガイドライン」（以下、「ガイドライン」）を用いて、想定される火災リスク、防火についての基本的な考え方を確認し、可能な限りその内容を反映します。〉
（１）計画対象の文化財建造物の安全性に係る課題
ア　燃焼特性
〈火災に対する脆弱性等を記載します。〉
記載例：
　○○家住宅を構成する建造物の多くは木造であり、特に○○、○○、○○の内部は、木材のほか、畳、襖、壁紙など可燃性の材料で構成されているため、一度出火すると火災の成長が早く、急激な燃焼拡大が懸念される。

イ　延焼の可能性
〈市街地火災や林野火災等の立地に関係した危険性や、敷地内の樹木等の延焼媒体となるものについて記載します。〉
記載例：
　敷地は住宅地に隣接しており、近隣で発生した火災からの延焼リスクがある。また、敷地内の樹木は、飛び火による火災の延焼媒体となる可能性がある。

（２）防火管理の現状と課題
〈消防法施行令別表第１の、いずれの項に該当するのかを記載します。管理体制の課題（例えば、所有者による管理が基本であり少人数の体制であること等）を、火災時の消防隊の到着時間（消防署からどれくらい離れているか）やアクセス経路も示した上で、記載します。〉
記載例：
　主屋は、消防法施行令別表第１の（17）項に該当する。
　現在の防火管理は所有者が主体となって行っている。主屋に自動火災報知設備と消火器は設置されているものの、その他の建物へは自動火災報知設備は未設置であり、屋内消火栓等の本格的な消火設備は未整備である。
　所有者のみの管理体制では、特に夜間や不在時の出火対応、大規模火災時の初期消火活動に限界がある。また、来訪者の増加に伴い、放火や失火のリスクが増大することも懸念される。
　火災時に消防隊は敷地正面から進入するが、背面の○○には消防車両は近づくことはできない。

（３）防火管理計画
〈　「（１） 当該文化財建造物の安全性に係る課題」「（２）防火管理の現状と課題」や「ガイドライン」で推奨されている対策（火災の早期覚知、初期消火、延焼防止等）を踏まえて、今後の管理計画を記載します。防火訓練、消防団・地元住民の協力等の活動もあれば記載します。〉
記載例：
ア　防火管理者
　所有者を防火管理責任者とし、○○市消防局と連携して防火管理体制を構築する。将来的には、地域の防災組織やボランティアとの連携も視野に入れる。

イ　防火管理区域の設定
　当該文化財建造物の周囲○○ｍの範囲を防火管理区域に設定する。図○参照。

ウ　防火環境の把握
　「（１）当該文化財建造物の安全性に係る課題」の通り、○○という課題への対策を行い、防火環境を整える必要がある。

エ　予防措置
・火気管理
　敷地内は原則火気厳禁とし、指定場所以外での喫煙を禁止する。イベント等で火気を使用する場合は、事前に消防署へ届け出を行い、消火器の準備と監視体制を徹底する。
・電気設備
　漏電火災を防ぐため、専門家による定期的な電気設備の点検を実施する。タコ足配線を禁止し、古い配線は計画的に更新する。感震ブレーカーの設置を検討する。
・可燃物管理
　建造物の周囲に燃えやすいものを放置しない。落ち葉や枯れ枝は定期的に清掃し、敷地内の整理整頓を徹底する。

オ　消火体制
　火災発見者は大声で周囲に知らせ、直ちに119番通報を行う。初期消火班は、安全な範囲で消火器による初期消火にあたる。訓練は、1回以上、和歌山市消防局の指導のもと、地域住民も参加する総合防災訓練（通報、初期消火、避難誘導）を実施する。特に、夜間や少人数での対応を想定した訓練を行う。

（４）防犯計画
〈放火等から文化財建造物を守るための対策を、ハード面の対策（防犯カメラ、赤外線センサー、柵の設置等）と、ソフト面の対策（巡回、地域住民との連携等）の
両面から記載します。過去の被害履歴もあれば記載します。〉
記載例：
ア　事故歴
　毀損・放火・盗難などの事故の履歴はない。

イ　現状と課題
　現状、機械警備システムは導入されておらず、防犯は所有者による日常的な管理と施錠のみである。敷地が広く、道路に面している箇所も多いため、夜間の不法侵入や破壊行為、盗難のリスクがある。

ウ　今後の対処方針
・機械警備
　主要な出入口や貴重品のあるエリアに、人感センサーや防犯カメラを設置し、警備会社と連携した機械警備システムの導入を検討する。
・巡回・監視
　所有者による巡回に加え、地域の防犯ボランティアや警察との連携による巡回体制を構築する。
・照明
　夜間の死角をなくすため、敷地内に防犯灯を適切に配置する。

（５）防火設備（防火・防犯）整備計画
〈「ガイドライン」を参考に必要な設備を抽出し、防災設備の整備計画の概要を記載します。可能であれば、短期・中期・長期の整備計画を記載します。〉
記載例：
ア　設備整備計画
・現状の設備
　【火災警報設備】自動火災報知設備を主屋にのみ設置。内部：差動式分布型感知器（空気管）、外部：軒下に差動式分布型感知器（空気管）。
　【消火設備・消火器】消火器のみ。
　【避雷設備】なし。
　【防犯設備】敷地入口に防犯センサー。
・短期計画（○～○年）: 
　【火災警報設備】全建造物への自動火災報知設備（煙感知器）の設置。主屋外部に屋根面も警戒できる位置に三波長式炎感知器の設置。
　【消火設備・消火器】消火器の増設と適正配置。
　【防犯設備】主要箇所への防犯カメラおよびセンサーライトの設置。
・中期計画（○～○年）: 
　【消火設備・消火器】易操作性消火栓および耐震性防火水槽（40t級）の設置。
　【避雷設備】主屋への避雷設備の設置。
　【火災警報設備】【防犯設備】の更新
　【避雷設備】避難設備の設置。
・長期計画（○～○年）: 
　【火災警報設備】【防犯設備】【消火設備・消火器】【避雷設備】の更新

イ　保守管理計画
　設置した防災設備は、消防法に基づき専門業者による定期点検を確実に実施し、点検結果を記録・保管する。不具合が発見された場合は速やかに改修し、常に正常な状態で維持管理する。
　また、防災設備の手引書等を作成し、関係者の理解を徹底することとする。

４－２　耐震・耐風対策
（１）耐震診断
〈予備診断、基礎診断等の概要を記載します。〉
記載例：
ア　予備診断
　予備診断は「アorイorウ」である。また、「不特定が立ち入るor 関係者のみの立ち入る」ので、○○年に地震時の対処方針を作成している。
イ　基礎診断
　○～○年で実施した耐震診断事業で、耐震性能は○○という結果となった。そのため、○～○年で実施した保存修理事業で耐震補強を実施している。耐震補強により稀風による対策も済んでいる。ただし、強風での屋根瓦の飛散の可能性がある。

（２）耐震補強
〈耐震・耐風補強を設置済の場合は補強の概要を記載します。実施予定の場合は、補強案の概要を記載します。実施予定でない場合は、耐震補強の計画について「（３）今後の対処方針」に記載します。〉
記載例：
　○～○年で実施した保存修理事業で耐震補強の概要は次の通りである。…

（３）今後の対処方針
〈定めた対処方針や、今後実施予定のことがあれば記載します。〉
記載例：
　地震時には○○年に作成した対処方針の通り、○○を行う。
　建物内に展示する家具や調度品について、転倒・落下防止措置を講じる。
　台風シーズン前に、屋根、外壁、雨樋の点検・補修を行う。飛散の可能性があるものは固定、または屋内に収納する。建造物の近くの樹木はワイヤーなどで固定する。

４－３　雨水排水・水害対策
〈敷地や建造物の屋根に降った雨水の排水等が滞ることで湿潤な環境となり、木材の腐朽や虫害を引き起こす可能性が高まります。近年はゲリラ豪雨も頻発しており、敷地背面に法面がある場合は崩落の可能性もあります。現状の降雨後の排水状況や、豪雨時の被害の想定（（台風の勢力が強い地域の場合は台風時の想定も）、それらへの対処方針を記載します。
　また、地方公共団体が公開しているハザードマップ塔に示された浸水地域、土砂災害警戒区域・特別警戒区域、地すべり等防止区域にあたる場合は、災害時の被害想定とその対処方針を記載ください。〉
（１）現状の被害及び被害の想定
記載例：
　通常の雨でも計画対象文化財建造物の周りは水が引きにくいので、大雨の際は床下に水が流入する可能性がある。
　また、計画対象文化財建造物の背面に法面がある。豪雨の際に崩壊する可能性があり、その場合は建物に被害を及ぼす可能性がある。
　ハザードマップの浸水域には立地していないため、洪水の際にも浸水する可能性は低い。
（２）今後の対処方針
　記載例：
本計画対象文化財建造物の雨落に排水溝を整備することを検討する。
本計画対象文化財建造物の背面にある法面を擁壁整備することを検討する。

４－４　鳥獣虫害対策
〈鳥類による屋根の茅の引き抜き、哺乳類の小屋裏内侵入による被害、シロアリ等による木材の食害等の動物による被害がみられる場合は、被害の現状と対処方針を記載します。〉
（１）被害の現状
記載例：
　床下が湿潤であり、シロアリの被害がみられる。主屋屋根妻面の開口からアライグマが小屋裏に侵入し、汚損がみられる。
（２）今後の対処方針
記載例：
　日々の管理で雨落の排水溝の清掃を行う。妻面開口に内側からネットを張る。

４－５　その他の災害対策
（１）想定される災害
記載例：
　数年に一度の大雪で、屋根が破損する可能性がある。
（２）今後の対処方針
記載例：
　日々の管理で雪下ろしを実施する。


第５章　活用計画
５－１　活用の基本方針
〈計画対象の文化財建造物を適切に使用し続けていくための基本方針を記載します。〉
　記載例：
　　旧○○庁舎の歴史的、文化的価値を将来にわたり継承することを目的とし、その適切な保存と活用を図る。活用を通じて地域社会との連携を深め、地域の歴史・文化の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目指す。

５－２　活用の基本計画
〈活用内容に基づき、主に下記の項目を記載ください。国宝・重要文化財（建造物）の場合は、附指定の棟札・文書等の公開方針も記載ください。〉
（１）平面計画
〈各室の用途や機能分担、動線計画等について記載し、図示します。バリアフリー設備等を整備する場合は、バリアフリー動線についても記載します。〉
記載例：
　○○室は○○として使用し、動線は○○とする。図○参照。
（２）公開計画
〈活用の一手法である公開について、主に下記の項目について、活用内容に基づき記載します。国宝・重要文化財（建造物）の場合は、附指定された棟札・文書等の公開方針も記載します。〉
記載例：
ア　公開範囲
・通常公開：主屋１階、庭園
・特別公開：座敷、茶室などを期間限定で公開。
・非公開：主屋館2階、所有者の居住部分。非公開部分については、解説パネルやVRコンテンツで情報提供を行う。
　公開・非公開範囲は、図○参照。
イ　公開の日時等
　記載例：
・定期公開：毎週土曜日・日曜日の午前10時から午後4時までを基本とする。
・特別公開：春・秋の観光シーズンや、地域のイベント開催時期に合わせて、夜間ライトアップや通常非公開部分（座敷など）の特別公開を実施する。
・観覧料：文化財の維持管理費用に充当するため、有料での公開を基本とする。料金は、大人300円、高校生以下無料。市内の小中学生の社会見学等での利用は無料とする。
ウ　公開時の注意事項
記載例：
・建造物保護のため、以下の事項を遵守するよう協力を求める。 
・敷地内は全面禁煙。
・飲食は指定された場所のみ可とする。
・フラッシュを使用した写真撮影の禁止。
・建具や展示物には触れない。
・これらの注意事項は、入口の案内板やパンフレットに多言語で明記する。
（３）管理・運営計画
〈活用上の管理・運営の計画を適宜記載します。〉
記載例：
ア　運営主体
　当面は所有者が主体となるが、将来的には地域のNPO法人やボランティア団体と協働し、受付、案内、警備業務等を分担する体制を目指す。
イ　人員配置
　公開日には、受付担当、案内・警備担当を配置する。ボランティアガイドの育成と活用を図る。
ウ　収支計画
　観覧料収入を基本とし、国・県・市の補助金や、イベント事業収入、寄付金等を活用し、持続可能な管理運営体制の確立を目指す。



５－３　活用に係る改修・整備計画
（１）関連法規・計画条件の整理
〈活用に伴う改修、用途の変更等がある場合は、国宝・重要文化財（建造物）を除き、一定の改修（増改築、用途変更、大規模修繕及び模様替）には現行の建築基準法が適用され、法適合の改修が必要になる場合があります。また、建築基準法以外でも、都市計画法による地域地区や景観法による区域等の計画条件の整理にあたっては、ヘリテージマネージャー等、文化財建造物に関する知識のある建築士に助言を得ることが望まれます。〉
記載例：
法的条件、尊守すべき法規など
・建築基準法
　【登録有形文化財の場合】第３条（適用の除外）、第２０条（構造耐力）、第４８条（用途地域等）、第５３条（建蔽率）等
・消防法
・高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）
・都市計画法
・景観法
・道路法
・食品衛生法
・旅館業法
・まちづくり施策に基づく地域計画　　　等

（２）改修・整備計画
〈計画対象の文化財建造物と活用時に使用する建造物、外構等の計画を記載します。国宝・重要文化財（建造物）及び登録有形文化財（建造物）において、国庫補助事業で活用に係る改修・整備を実施する場合は、その概要を記載した保存活用計画の策定が必要となりますので、漏れなく記載します。電気設備、照明設備、空調設備、給排水設備、衛生設備、サイン設備、解説設備、バリアフリー設備等の整備計画や、敷地の整備計画があれば、記載します。〉
記載例：
[bookmark: _Hlk217287128]ア　電気設備
　公開・活用時に使用する設備のためのコンセント等を整備する。
[bookmark: _Hlk217287139]イ　照明設備
　公開・活用時の照度を確保するため、照明設備を整備する。
[bookmark: _Hlk217287145]ウ　空調設備
　気温の変化が公開・活用に支障とならないよう、空調設備を整備する。
[bookmark: _Hlk217287154]エ　給排水設備等
　カフェとして活用するため、給排水設備やその他厨房設備を整備する。
[bookmark: _Hlk217287160]オ　衛生設備
　来訪者と管理者用として、○○室をトイレに改修する。
[bookmark: _Hlk217287166]カ　サイン設備
　景観に配慮したデザインで、多言語対応の案内用のサイン設備を整備する。
[bookmark: _Hlk217287172]キ　解説設備
　重要文化財○○家住宅の文化財としての価値や魅力を伝えるための解説板、展示物用のケース、展示台等の設備を整備する。
ク　バリアフリー設備
　動線計画（図○）に基づいて取り外し可能なスロープを設置する。
ケ　雨水排水施設
　○○として使用する○○エリアは降雨時に水はけが悪い。活用の支障とならないよう、排水溝を整備する。
コ　園路
　庭園に来訪者用の園路を整備する。

５－４　実施に向けての課題
〈上記計画を実施する上での課題を整理し、その解決に向けた方針を記載します。〉
記載例：
（１）資金確保
　活用施設の整備のほか、修理や耐震補強、防災設備の整備には多額の費用を要する。国・県・市の補助金制度を最大限活用するとともに、クラウドファンディングや企業からの協賛など、多様な財源確保策を検討する必要がある。
（２）人員確保
　施設の案内や解説を行うボランティアガイドの育成が急務である。地域の歴史に詳しい人材を発掘し、研修会を開催するなどして、担い手を確保・育成する。
（３）地域連携の強化
　○○家住宅を核とした地域の魅力向上を図るため、近隣の観光施設や商店街、地域住民との連携を強化する必要がある。共同でのイベント企画や情報発信を通じて、地域全体で保存活用に取り組む体制を構築する。



第６章　保護に係る諸手続き
〈文化財保護法等の法令・規則に基づき、各行為の実施にあたって必要となる各種手続きを整理します。手続きの概要、必要な書類、提出先等を、次のような内容や項目で記載します。〉
記載例：
　本章では、重要文化財（建造物）である○○家住宅の保存及び活用を図るため、文化財保護法その他の関係法令に基づき、必要となる諸手続について記載する。手続きに関する書類は、原則として○○市教育委員会、○○県教育委員会を経由して文化庁長官に提出する。ただし、手続きの要否や内容について判断に迷う場合は、その都度、関係機関に確認する。

６－１　文化財保護法に定める手続きの概要
記載例：
文化財保護法等に定める、保存・活用にあたり必要となる主な手続きは表6-1のとおりである。

表6-1　保護に係る主な諸手続き一覧
（法：文化財保護法
　修理届規則：国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則
　現状変更規則：国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許
　可申請等に関する規則
　補助金交付要綱：文化財保存事業費関係補助金交付要綱）
	事項
	手続者
	提出先
	手続区分
	提出期限
	根拠法令

	管理責任者の選任・解任
	所有者・管理責任者
	文化庁長官
	届出
	20日以内
	法第28条
第5項

	所有者・管理責任者の変更
	所有者・新所有者・新管理責任者
	文化庁長官
	届出
	30日以内
	法第29条
第4項

	所有者・管理責任者の氏名・名称・住所の変更
	所有者・管理責任者
	文化庁長官
	届出
	30日以内
	法第32条
第3項

	滅失・毀損・亡失・盗難
	所有者（管理責任者または管理団体）
	文化庁長官
	届出
	10日以内
	法第33条

	所在の場所の変更
	所有者（管理責任者または管理団体）
	文化庁長官
	届出
	20日前まで
	法第34条

	修理の着手（現状変更に関わるものを除く）
	所有者または管理団体
	文化庁長官
	届出
	30日前まで
	法第43条の2
第1項

	修理の終了
	修理届出者
	文化庁長官
	報告
	遅滞なく
	修理届規則
第3条

	現状変更・保存に影響を及ぼす行為（現状変更等）
	行為を行おうとする者
	文化庁長官
	許可
	事前
	法第43条
第1項

	有償譲渡
	譲渡者
	文化庁長官
	申出
通知
	事前
	法第46条

	所有者以外の者による公開
	行為を行おうとする者
	文化庁長官
※県内ならば県
	許可
	事前
	法第53条
第1項

	現状変更等の終了
	現状変更等の許可を受けた者
	文化庁長官
	報告
	遅滞なく
	現状変更規則
第7条

	補助事業で設置した防災施設・設備の機能不能・低下
	所有者（管理責任者または管理団体）
	文化庁長官
	報告
	遅滞なく
	補助金交付要綱
第4条（23）



６－２　手続きの内容
記載例：
（１）現状を変更しようとする場合
ア　文化庁長官の許可を受けて行う行為 
　重要文化財の現状を変更しようとする場合は、文化財保護法第43条第1項に基づき、「維持の措置」または「非常災害のために必要な応急措置」にあたる行為を除き、文化庁長官の許可を受けなければならない。現状変更の許可は文化審議会文化財分科会に諮問される。例えば以下の行為については該当する可能性があり、計画段階で○○市、○○県教育委員会及び文化庁と事前協議のうえ、○○市及び○○県教育委員会を経由して文化庁長官へ行為を実施する約２ヵ月前までに書類を提出し、許可を受ける必要がある。
（ア）保存修理に伴う復原等の行為 
（イ）保存・管理上の行為
・移築、嵩上げ
・構造形式等の変更を伴う可逆性のない恒久的な補強
（ウ）活用のための行為
・バリアフリー対応のため、エレベーター設置に伴う壁・床等の撤去
・付属施設と接続する渡り廊下設置に伴う壁・床等の撤去
・避難階段等の防災設備の設置に伴う壁・床等の撤去
※ 上記は例示であり、個別の状況に応じて判断されるため、事前に文化庁と協議すること。

イ 文化庁長官の許可を要しない行為
（ア）維持の措置（修理を含む。修理の詳細は「（２）修理をしようとする場合」参照。）
（イ）非常災害のために必要な応急措置
非常災害時には、以下の応急措置を事前の届出なく実施することができる。 　　　　　
・建具、開口部等の応急的な閉塞 
・毀損の拡大防止のための緊急措置（部材の落下防止の支柱など） 
・倒壊防止のための応急的な補強 
　実施後、○○市から○○県教育委員会を経由して被災後10日以内に文化庁長官へ毀損届出を行う必要がある。 応急措置後の本復旧については、適切な復旧内容を検討し、事前に○○県教育委員会及び文化庁と協議のうえ、○○市から○○県教育委員会を経由して行為を行おうとする日の30日前までに修理届出を行う必要がある。

（２）修理をしようとする場合
ア 事前の届出を要する行為 
　下記イ・ウに該当しない修理を行う場合は、○○市及び○○県教育委員会を経由して文化庁長官へ、行為を行う30日前までに届出を行う必要がある。ただし、補助事業で実施する場合は届出不要である。

イ 事前の届出を要さず、修理終了後に届け出ることで足りる行為
　P.○○記載の表○に記載の「小修理（事前修理届出不要）」の行為については、事前の届出を要さない。ただし、修理の際は文化財建造物の修理実績のある業者による施工を条件とする。判断が困難な場合は、○○市から○○県教育委員会を通じて文化庁と協議する。

ウ 文化庁長官の届出を要しない行為 
　「基準４」「基準５」の修理及びP.○記載の表○に記載の小規模な修繕が該当する。「基準４」「基準５」であっても、「基準１」「基準２」の下地等もともに修理する場合、着工30日前までに「修理届」を提出する必要がある。

（３）保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
ア 文化庁長官の許可を要する行為 
　保存に影響を及ぼす行為は、文化財保護法第43条第1項に基づき、影響の軽微である場合を除き、文化庁長官の許可を受けなければならない。保存に影響を及ぼす行為の許可は文化審議会文化財分科会に諮問される。 例えば、以下の行為は保存に影響を及ぼす行為に該当する可能性があり、計画段階で○○市、○○県教育委員会及び文化庁と事前協議のうえ、○○市及び○○県教育委員会を経由して文化庁長官へ行為を実施する約２ヵ月前までに書類を提出し、許可を受ける必要がある。
・○○家住宅に近接した場所における大規模な掘削 
・○○家住宅周辺における増築、新築

イ 文化庁長官の許可を要しない行為
　保存に影響を及ぼす行為のうち「影響の軽微である場合」には、例えば、以下の①～⑤が該当する。これらに該当しないものや、判断が困難な場合は、○○市及び○○県教育委員会を通じて文化庁に「保存に影響を及ぼす行為のうち、影響の軽微である場合」に該当するか確認する。


①自動火災報知設備、消火設備、避雷設備及び防犯設備等の改修又は取替
②空調設備（室内機、室外機及び配管）の新設、改修又は取替
③その他電気・給排水・衛生設備等の新設、改修又は取替
④基準１・２の部位への影響が軽微である、基準４・５の部位自体の撤去・改変
⑤○○家住宅主屋周辺での小規模なイベント開催

※ただし、①～③は次の要件をすべて満たすこと。
○基準１・２の部位への影響が軽微であること
○配管を通す穴を開ける必要がある場合は、次のいずれかであること。
　・基準４・５の箇所であること。
　・基準３の場合は0.1㎡以内であること。
　・基準１・２の場合は、平成○年修理時に取り替えた部材であり、かつ0.1㎡以内であること。

６－３　保存活用計画に関する手続き
記載例：
　本計画を、文化庁の確認後に内容を変更するときは、○○市及び○○県教育委員会を経て文化庁へ提出するものとする。

６－４　関係法令
記載例：
・文化財保護法
・建築基準法
・消防法
・食品衛生法
・旅館業法
・都市計画法
・景観法
・○○県文化財保護条例
・○○市文化財保護条例
・○○市景観条例
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